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第 ９ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成26年２月21日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時７分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

議案第９号 平成25年度熊本県林業改善資

金特別会計補正予算(第１号) 

議案第10号 平成25年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算(第１号) 

議案第16号 平成25年度熊本県就農支援資

金貸付特別会計補正予算(第１号) 

議案第21号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算(第６号) 

議案第28号 熊本県農用地利用集積等推進

基金条例の制定について 

議案第29号 熊本県森林整備促進及び林業

等再生基金条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第32号 平成25年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町負担金(地方

財政法関係)について 

議案第33号 平成25年度県営土地改良事業

の経費に対する市負担金について 

報告第３号 一般社団法人熊本県果実生産

出荷安定基金協会の経営状況を説明する

書類の提出について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員  吉 永 和 世 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 泉   広 幸 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 豊 田 祐 一 

経営局長 濱 田 義 之 

生産局長 渡 辺 弘 道 

農村振興局長 大 石 二 郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 鎌 賀 泰 文 

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

      首席審議員兼        

農地・農業振興課長 船 越 宏 樹 

担い手・企業参入支援課長 國 武 愼一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 松 尾 栄 喜 

農産課長 山 中 典 和 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

技術管理課長 緒 方 秀 一 

    農地整備課長 小 栁 倫太郎 

森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 小 宮   康 

森林保全課長 本 田 良 三 

水産振興課長 平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

全国豊 

かな海づくり大会推進課長 平 山   泉 

農業研究センター所長 麻 生 秀 則 
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――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

   政務調査課課長補佐 板 橋 徳 明 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○田代国広委員長 それでは、ただいまから

第９回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に２名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、本委員会に付託された議題等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、梅本農林水産部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いします。 

 

○梅本農林水産部長 今回提案しております

議案等の概要に先立ちまして、今回の大雪に

伴い発生いたしました阿蘇地域を中心とする

被害状況について御報告させていただきま

す。 

 現在のところ、ビニールハウスや畜舎の倒

壊、杉の倒木などの被害がありまして、被害

額は現時点で１億8,000万円が報告されてお

ります。引き続き被害の全容把握に努めてま

いりますとともに、現在国において対策の検

討が始まっておりまして、県といたしまして

も、国や市町村と連動いたしまして、早期復

旧に向けて積極的に対応してまいりたいと考

えております。 

 続きまして、提案議案等の概要について御

説明申し上げます。 

 平成25年度の一般会計及び特別会計に関し

ます通常分の補正予算と国の好循環実現のた

めの経済対策への対応に係る一般会計補正予

算、条例等案件４件及び報告案件１件でござ

います。 

 まず、通常分の補正予算でございますが、

総額106億円余の減額補正となっており、補

正後の予算額は、一般会計で590億円余、特

別会計で７億円余となります。 

 補正の主な内容といたしましては、国庫補

助金等の内示額の増減や事業費の確定に伴う

減によるものでございます。 

 また、国の経済対策に即応し、新４カ年戦

略のさらなる加速化を図るため、６次産業化

のための施設整備に対します助成や、農地の

総合的な基盤整備に要します経費、農地中間

管理機構による農用地利用集積等のための基

金への積み立て、森林整備促進及び林業等再

生基金への積み立て等につきまして、総額13

7億円余の増額補正を加え、通常分の補正と

合わせた補正後の予算額は728億円余となり

ます。 

 次に、繰越明許費につきましては、12月議

会において御承認いただいておりますが、今

回の通常補正予算関連分として15億円余、経

済対策分として85億円余の追加をお願いして

おります。関係事業につきましては、早期執

行に向けてこれまで以上に努力してまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、条例等議案といたしまして、熊本県

農用地利用集積等推進基金条例の制定と、熊

本県森林整備促進及び林業等再生基金条例の

一部を改正する条例の２議案と、平成25年度

の県営事業における受益市町の負担率を定め

るための２議案、合わせて４議案を提案して

おります。 

 次に、報告事項といたしましては、県が出

資等を行っている法人に係ります経営状況の

報告を、御報告させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましてはそれぞ

れ担当課長から説明させますので、よろしく
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御審議のほどお願い申し上げます。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 本日は、説明資料を２冊用意しておりま

す。１冊目が平成25年度補正予算＜通常分＞

及び条例等関係でございます。そして、別冊

で用意しておりますのが、平成25年度２月補

正予算＜経済対策分＞でございます。この順

序で説明をさせていただきます。 

 それでは、平成25年度の２月補正予算＜通

常分＞及び条例等関係説明資料の１ページを

お願いいたします。 

 平成25年度２月補正予算＜通常分＞の総括

表でございます。 

 一番下の欄、合計でございますが、農林水

産部全体で106億円余の減額補正で、補正後

の総額は598億円余となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課の補正予算でございます。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、農業総務費のうち、職員給与費につ

いて4,050万円余の減額補正となっておりま

す。当初予算に計上しておりました給与費に

ついて、人事異動等に伴う増減を補塡して給

与費を確定させるものでございます。今回、

このような補正予算が以降出てまいります

が、各課からの分も含めて終了させていただ

きます。 

 なお、園芸課と全国豊かな海づくり大会推

進課につきましては、補正予算につきまして

はこの職員給与費のみでございますので、そ

れぞれの課からの説明はございません。 

 次に、中段の農業公園費でございますが、

消費税率の引き上げに伴い、農業公園管理運

営業務に係る委託料の増分について、債務負

担行為の設定をお願いしております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 一番上の段の企画経営情報費ですが、農業

研究センターの公募型資金の委託費減に伴い

2,768万円余の減額となっております。 

 次の農産園芸研究所費で1,940万円余の減

額、一番下の段の果樹研究所費で769万円余

の減額となっておりますが、民間受託試験契

約額の減による補正でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の段の林業総務費のうち、水とみど

りの森づくり税基金積立金で2,790万円余の

増額補正となっておりますが、税収増に伴う

増及び運用利子の減を合わせた補正でござい

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 一番下の段でございますが、以上、農林水

産政策課分で１億5,200万円余の減額補正を

お願いいたしております。 

 次に、資料飛びますが、60ページをお願い

いたします。 

 平成25年度繰越明許費の追加設定について

でございます。これにつきましては、後ほど

経済対策分の追加設定とあわせて御説明させ

ていただきます。 

 続きまして、経済対策分の資料をお願いい

たします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成25年度２月補正予算＜経済対策分＞の

総括表でございます。 

 先ほど説明しました通常分の補正額が一番

上の補正額(Ｂ)というところでございます。

経済対策分の補正額が(Ｃ)の欄でございま

す。 

 一番下のところの３の合計額でございます

が、部全体としまして、経済対策分として13

7億円余の増額補正で、補正後の予算総額は7

36億円余となっております。 

 補正予算の詳細については、各課から御説

明いたします。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 平成25年度繰越明許費の追加設定について

御説明させていただきます。 

 繰越明許費につきましては、12月議会にお
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きまして設定を御承認いただいたところです

が、資材調達等に関連した事業のおくれや入

札不調等が発生しており、繰越明許費の追加

設定をお願いするものでございます。 

 一番下の欄が合計でございます。農林水産

部の設定額は、12月議会での設定額が179億

円余となっております。通常分の設定額10億

円余、経済対策分の設定額85億円余の追加設

定となり、農林水産部全体での設定額は280

億円余となっております。 

 農林水産政策課は以上でございます。御審

議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

○山口団体支援課長 恐縮ですが、通常分の

資料にお戻りお願いいたします。 

 ６ページでございます。 

 団体支援課分でございます。 

 まず、農業金融対策費として8,400万円余

の減額をお願いしております。 

 主な内容は、そのすぐ下に記載しておりま

す農業近代化資金等助成費につきまして、12

月末現在で貸付実績が当初見込みを下回った

ため、年度内の使用額に減額するものでござ

います。 

 次の災害融資利子補給費ですが、説明欄に

ありますように、平成16年の台風被害からの

復旧資金につきまして、債務保証を行いまし

た熊本県農業信用基金協会の代弁済額が確定

しましたことにより、その額の一部を保証す

るため、200万円余の増額補正をお願いする

ものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 一番上の農業信用基金協会出資金ですが、

これは同協会が農業制度資金の債務保証を行

った場合、協会の財務基盤の安定を図るため

に補助を行うもので、保証実績が当初見込み

を下回ったため減額するものでございます。 

 ３段目の経営対策資金助成費ですが、説明

欄の３に記載しておりますが、平成24年７月

に発生しました熊本広域大水害からの復旧資

金の貸し付けを今年度も継続したもので、貸

付実績が見込額を下回ったために減額するも

のでございます。 

 下の段の国庫支出金返納金ですが、農業改

良資金につきましては、県の貸し付けは平成

22年９月末をもって終了し、現在は回収のみ

を行っております。回収した償還金は、貸し

付け原資の構成割合に応じまして国に３分の

２を返納する必要がありますが、償還金の受

入額が当初見込みを下回ったことから、国へ

の返納額を減額するものでございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 一番下の段の水産業協同組合指導費につき

まして、1,500万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 主な内容は、次の９ページをお願いいたし

ます。 

 水産業協同組合指導費ですが、説明欄１の

赤潮特約掛金は、養殖共済に係ります赤潮特

約の掛金の一部を補助するもので、加入実績

にあわせて減額するものでございます。 

 次の漁業近代化資金融通対策費と金融対策

費につきましては、いずれも貸し付け実績を

踏まえまして、年度内の必要額に減額するも

のでございます。 

 一番下の段の林業改善資金特別会計操出金

と、次の10ページの沿岸漁業改善資金特別会

計操出金につきましては、主に資金の運営益

を一般会計から特別会計に操り出すために増

額補正をお願いするものでございます。 

 11ページをお願いします。 

 林業改善資金特別会計でございます。いず

れも特別会計内におきまして、繰越金と繰入

金の間で財源更正を行うもので、補正額の増

減はございません。 

 12ページをお願いします。 

 一般会計操出金についてですけれども、特

別会計で管理しております林業就業資金貸付

金の国庫返納分の額の確定に伴いまして一般

会計に繰り出すもので、160万円余の増額を
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お願いするものでございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 沿岸漁業改善資金貸付金につきましては、

特別会計内におきます財源更正で、一般会計

からの操入金を減額し特別会計の繰越金を充

当するもので、補正額の増減はございませ

ん。 

 団体支援課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○船越農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 14ページお願います。14ページでございま

す。 

 まず、農村地域農政総合推進事業費でござ

いますけども、１億9,100万円余の減額補正

をお願いしております。 

 説明欄のほうをお願いします。 

 一番上の農地集積加速化事業でございま

す。内訳としましては、単県分の県独自の重

点地区42カ所に対します農地集積等の交付金

事業、それと国補助の人・農地プランに基づ

きます農地集積協力金でございます。いずれ

も相当集積の実績は上がっておるわけでござ

いますが、とりわけ国のほうの農地集積協力

金を請求するケースが非常に尐なくなってい

まして、この分でございまして１億5,000万

程度減額にしております。トータル、単県分

と合わせまして合計１億7,100万円余の減額

をお願いしたいと思っております。 

 ２番目の農地流動化推進事業ですが、国庫

内示減によるものでございます。 

 ３つ目の単県事業の耕作放棄地の緊急対策

事業でございますけども、事業費確定に伴い

ます減でございます。 

 一番下の段の農業委員会等振興助成費でご

ざいますけども、国庫内示減によりますもの

でございます。 

 次に、15ページをお願いします。15ページ

でございます。 

 下段のほうの農地調整費でございますけど

も、200万円余の減額補正をお願いしており

ます。事業費確定に伴います減及び国庫内示

減によるものでございます。 

 最下段にありますとおり、課全体としまし

ては２億2,300万円余の減額補正をお願いす

ることになっております。 

 飛びますけども、次に、61ページをお願い

したいと思います。61ページでございます。 

 議案第28号の熊本県農用地利用集積等推進

基本条例の制定についてでございます。 

 63ページの条例案の概要のほうで御説明し

たいと思います。63ページをお願いいたしま

す。 

 条例制定の趣旨でございますが、昨年12月

に制定されました農地中間管理事業の推進に

関する法律に基づきスタートします農地中間

管理機構の円滑な運営のために、本年度の国

の補正予算のほうから各県に投入されます国

庫補助金の受け皿として、基金をつくる必要

がございます。 

 条例の内容につきましては、基金設置の趣

旨、その管理と運営の方法、それと基金の処

分等を定めております。 

 なお、この条例は、公布の日から施行した

いと思っております。 

 次に、別冊の説明資料、補正予算＜経済対

策分＞のほうをお願いしたいと思います。経

済対策分のほうの２ページでございます。 

 この中に、農用地利用集積等推進基金積立

金でございますけど、別冊補正額として12億

1,100万円余をお願いしております。各県に

１つでございますけども、農地中間管理機構

をつくっていきますものですから、国は既に

経済対策分ということで、補正予算におきま

して前倒しして一応400億円ほど確保してあ

ります。その国からの交付金を県が一旦受け

入れまして、先ほどの条例で定めます県の基

金のほうへ積立金として繰り出すものでござ

います。12億円は複数年度分ということでご
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ざいます。 

 次に、県はこの基金を財源としまして、復

興事業に必要な賃料でございますとか、管理

費、それと人件費、集積の協力金などを助成

するための補助金を、新年度の当初予算のほ

うに計上しております。 

 このことによりまして、別冊補正後の課全

体の予算は20億5,900万円余となります。 

 御審議のほど何とぞよろしくお願いしま

す。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 通常分の資料16ページにお戻りいただきた

いと思います。 

 農業総務費でございます。914万円余の減

額補正をお願いしております。 

 その主なものといたしましては、上から４

段目でございます農村地域農政総合推進事業

費につきまして、説明欄の担い手育成緊急支

援事業において、事業費が確定したことに伴

い減額をするものでございます。 

 それから、最下段の国庫支出金返納金につ

きましては、説明欄の青年就農給付金事業の

国庫返納金について743万円余の増額補正を

お願いしております。この事業は、青年の就

農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目

的として、就農前の研修期間及び経営が不安

定な就農直後の所得を確保するために、給付

金を給付するものでございます。 

 24年度の給付金受給者は、準備型で56人、

経営開始型で340人、計約400人という実績で

ありましたが、このうち準備型で研修終了後

１年以内に就農されない方などが５件、経営

開始型で農業経営を中止された方が２件、う

ち１件は夫婦共同経営でございましたが、計

７件の８人の方の分につきまして、受給者か

ら給付金返還の申し出があり、これを県を通

して国に返納するものでございます。 

 次ページ、17ページをお願いいたします。 

 農業改良普及費で、合計２億7,069万円余

の減額補正をお願いしております。 

 まず、２段目の農業改良普及推進費につき

ましては、先ほどの青年就農給付金事業につ

いて説明欄のとおり、25年度分の事業費確定

に伴う減額と、25年度分から国庫から直接で

はなく、給付金を給付するための基金を経由

して財源を受け入れたことによる財源更正を

お願いしております。本事業において２億3,

161万円余の減額をお願いしておりますが、

受給者数につきましては、当初予算計上に準

備型経営対象者を合わせまして675人と見込

んでおりましたが、１月時点の集計でも680

人と見込んでおりますものの、研修や農業経

営を開始された時期により、今年度の支給額

が半年分の75万円にとどまった方もおられた

ことなどから、事業費が当初見込み額を下回

ったものでございます。 

 次に、３段目の新しい農業の担い手育成費

につきまして、説明欄１の農業信用基金協会

出資金は、就農支援資金につきまして、基金

協会の債務保証の引き受け実績が確定したこ

とによる減額でございます。 

 このほか、説明欄の２、３、４の３事業に

ついては、いずれも事業費の確定に伴い減額

するものでございます。 

 続きまして、18ページをお願いいたしま

す。 

 上段の農業構造改善事業費での３億7,055

万円余の減額補正につきましては、説明欄の

経営体育成支援事業の事業費確定に伴い減額

するものでございます。経営体育成支援事業

につきましては、人・農地プランに位置づけ

られた中心経営体等が融資を受けて行う、経

営体に必要な農業機械等の整備に対して助成

を行うものでありますが、別途24年度の緊急

経済対策分として約４億円の事業費を25年度

に繰り越しており、本年度の前半を中心とし

て前倒し的に事業を執行したところでござい

ます。 
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 中段の農業指導施設費は、県立農業大学校

の運営関係の予算でございます。説明欄のと

おり、財源更正をお願いしております。 

 下段の就農支援資金貸付特別会計操出金

で、1,609万円余の減額補正をお願いしてお

ります。新規就農者に対する就農資金の貸し

付けや償還を管理するため特別会計を設置し

ておりますが、これは特別会計での財源更正

に伴い一般会計からの操出金を減額するとと

もに、運用益を特別会計へ繰り出すものでご

ざいます。 

 特別会計の財源更正につきましては、次ペ

ージで御説明いたします。１枚おめくりくだ

さい。 

 就農支援資金貸付特別会計でございます。 

 説明欄のほうをお願いいたします。 

 繰り上げ償還を含む償還実績が当初見込額

を下回ったことによる諸収入の減額と、前年

度からの繰り越し額の増加に伴いまして、県

債、一般会計からの繰入金を減額するもので

ございます。 

 一番下の段でございますが、担い手・企業

参入支援課全体で、通常分としまして、一般

会計、特別会計合わせまして６億7,607万円

余の減額となっております。 

 続きまして、２月補正の別冊説明資料の３

ページをお願いいたします。 

 農業構造改善事業費におきまして、1,520

万円の増額補正をお願いします。その内容

は、説明欄のとおり、国の経済対策に対応し

て行う経営体育成支援事業でございます。 

 担い手・企業参入支援課の説明は以上でご

ざいます。よろしく御審議いただきますよう

お願いいたします。 

 

○西山流通企画課長 まず、通常分の補正予

算について御説明をいたします。 

 説明資料20ページをお願いいたします。 

 ３段目の農産物流通総合対策費についてで

ございますけれども、２億200万円余の減額

補正をお願いしております。説明欄にありま

すとおり、くまもとの６次産業化総合対策事

業のうち、加工施設の整備などを行う国の交

付金事業がございます。その事業確定に伴う

減でございます。 

 また、４段目でございますが、債務負担行

為の追加をお願いしております。 

 説明欄にありますとおり、アジアマーケッ

ト開発支援拠点設置事業26年分の860万円余

でございます。これは財団法人自治体国際化

協会、通称クレアと申しますが――のシンガ

ポール事務所に熊本県のアジア事務所を設置

するための経費でございますが、年度内に自

治体国際化協会と事務所設置についての協定

を締結する必要がありますので、今回債務負

担行為の追加をお願いするものでございま

す。 

 課全体といたしましては、１億9,800万円

余の減額補正をお願いすることとなっており

ます。 

 続きまして、経済対策分で別冊のほうをお

願いいたします。別冊の４ページをお願いい

たします。 

 農産物流通総合対策費につきまして、

（Ｃ）の欄の経済対策分といたしまして、５

億7,600万円余の増額補正をお願いしており

ます。これは説明欄にありますとおり、くま

もとの６次産業化総合対策事業のうち、国の

交付金事業により、農林漁業者と多様な業種

の事業者が連携して６次産業化を加速させる

ため、加工販売施設等の整備を助成すること

としております。 

 以上、御説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 通常分の資料の21ページをお願いいたしま

す。 

 上から３段目の山村振興対策事業費の5,20
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0万円余の減額につきましては、中山間地域

等直接支払事業の交付面積の確定により、増

加面積が若干減ったことによる交付額の減な

どでございます。 

 一番下の農作物対策推進事業費の１億7,20

0万円余の減額は、地域ぐるみの鳥獣被害防

止対策パワーアップ事業の事業費の確定、及

び侵入防止柵・わなに対する国庫内示減など

によるものでございます。 

 次に、23ページをお願いいたします。 

 ２段目の県営中山間地域総合整備事業費の

２億6,200万円余の減額は、国庫内示減とし

ておりますが、24年度２月補正で前倒しした

ために、重複分を当初予算から減額するもの

でございます。 

 一番下の農地・水・環境保全向上対策事業

費の4,100万円余の減額につきましては、農

地・水保全管理支払事業の新規希望の一部取

り下げにより、交付見込み面積が減ったこと

及び国庫内示減によるものでございます。 

 以上の結果、むらづくり課全体の補正額は

５億4,600万円余の減額となっております。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○松尾農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料の24ページをお願いいたします。 

 上から４段目、農業改良普及推進費につき

まして、219万円余の減額補正をお願いして

おります。これは、説明欄１の試験研究機関

等で開発しました新技術の実証を行う事業の

国庫内示減、及び２の普及活動へのＩＣＴ技

術導入実証事業費の確定に伴いまして、減額

補正を行うものでございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 植物防疫費につきまして、179万円余の減

額補正をお願いしております。これは説明欄

のとおり、病害虫の発生予察事業及び農薬適

正使用の総合推進事業の国庫内示減等に伴う

減額補正でございます。 

 以上、農業技術課としまして、1,032万円

余の減額補正をお願いするものでございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○山中農産課長 農産課でございます。 

 通常分説明資料26ページをお願いいたしま

す。 

 農作物対策費について御説明いたします。 

 まず、上段の農作物対策推進事業費及び次

の段の米麦等品質改善対策事業費、さらに次

の段のい業振興対策費につきましては、いず

れも事業費確定に伴います減額でございま

す。一番下の段の国庫支出金返納金でござい

ますが、164万円余の増額でございます。こ

れは、過去に補助事業で整備しました集出荷

施設等の増改築等に伴います国庫支出金の返

納等が新たに発生いたしましたので、増額さ

せていただくものでございます。 

 続きまして、27ページをお願いいたしま

す。 

 上段の生産総合事業費につきまして、これ

は国の交付金等を使いまして農業生産に必要

な施設整備等を行うものでございますが、23

億9,135万円余の減額でございます。 

 説明欄１の生産総合事業につきましては、

25年度当初予算分でございますが、予定して

おりました事業を、国の緊急経済対策で前倒

しして実施したことや、入札残等による減額

が６億3,707万円余となっております。 

 また、説明欄２につきまして、これは24年

度の国の緊急経済対策予算の一部が本年度に

国で繰り越されたことによりまして、新たに

６月補正で予算を計上させていただいて実施

した事業でございます。国からの内示減、事

業費の減額、あるいは入札残等によりまして

17億5,428万円の減額となっております。 

 下段の水田営農活性化対策費につきまして

は、１億3,640万円余の減額でございます。
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 これは、説明欄１の球磨焼酎等ブランド確

立対策推進事業につきまして、事業量が予定

を下回りましたことによる減額でございま

す。 

 説明欄２のくまもと型飼料用稲生産流通モ

デル推進事業、また説明欄３のくまもとの米

粉総合推進事業につきましては、国の交付金

を利用しまして関連施設を整備するものでご

ざいますが、施設整備に要しました経費が予

定を下回ったことによる減額でございます。 

 続きまして、経済対策分の資料をお願いい

たします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 農作物対策費の生産総合事業でございます

が、（Ｃ）の欄に記載しておりますとおり、

４億2,893万円余の増額補正をお願いするも

のでございます。 

 内容は、説明欄に記載しておりますとお

り、今回の国の経済対策予算を活用いたしま

して、平成26年度に予定しておりました米麦

の乾燥調整施設、あるいは耐光性ハウス、野

菜の集出荷施設等の整備を前倒しして実施す

るものでございます。 

 以上、農産課といたしましては、合計欄に

記載のとおり、通常分としまして25億9,300

万円余の減額と、経済対策分としまして４億

2,800万円余の増額補正をお願いいたしてお

ります。 

 よろしく御審議いただきますようお願いい

たします。 

 

○古場園芸課長 園芸課からは、県出資法人

の経営状況につきまして、御報告をさせてい

ただきます。 

 別添の資料、一般社団法人熊本県果実生産

出荷安定基金協会の経営状況を説明する書類

をごらんいただきたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、24年度の決

算概要をごらんいただきたいと思います。 

 この協会は、ローマ数字Ⅰ、基本情報の４

事業年度にございますとおり、10月１日から

翌年の９月30日を事業年度といたしておりま

す。このため、今回２月の報告になるもので

ございます。 

 まず、１の設立の目的でございますが、果

実の安定的な生産出荷、果樹農業者の経営支

援、果実の需要拡大等を図るための事業を実

施するものでございます。 

 ２のこれまでの経緯にございますとおり、

昭和47年に設立、平成25年の公益法人の制度

改革に伴い一般社団法人に変更しておりま

す。 

 ５の組織でございますが、会員は、県を初

め中央果実協会、果実連、経済連、農協中央

会、共済連、それから11農協、計17会員でご

ざいます。 

 出資金は３億4,890万円、うち県の出資金

は１億円というふうになっております。 

 一番下、平成24年度の決算の概要でござい

ます。２の収支計算書にございますとおり、

収入の部が６億8,857万円余、支出が６億8,5

76万円余となっております。 

 裏面、事業実績でございますが、まず、交

付準備金造成事業として、緊急需給調整特別

対策事業というものがございます。この事業

は、温州ミカンの一時的な出荷の集中により

まして、全国的に価格の低下が顕著な場合、

また価格の低下が確実と見込まれる場合に、

生食用果実を加工原料用に仕向ける仕組みに

支援を行う事業でございます。 

 平成24年度は、本県の計画数量4,600トン

に基づき、8,761万円余を造成をいたしてお

ります。24年度は10月に発動されまして、本

県分554トンに対し1,883万円余の補給金が交

付されております。 

 次に、２の一般補助事業でございます。 

 (1)果樹経営支援対策事業でございます。

優良な品種への転換、小規模な基盤整備、用

水・かん水施設の整備などを支援する事業で

ございます。24年度は205ヘクタール、３億3
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12万円余の補助金が交付されております。 

 次に、(2)果樹未収益期間支援事業でござ

います。この事業は、上段の果樹経営支援対

策事業で、一定規模以上の優良品目・品種へ

の改植を実施した場合に、未収益期間に対し

て支援する事業でございます。24年度は、改

植122ヘクタールに２億4,422万円余が交付さ

れております。 

 最後に、(3)果実加工需給対応産地育成事

業でございます。生食用価格から加工原料用

へ拠出する仕組みをつくり、出荷する産地を

支援する事業でありまして、24年度は3,100

万円が交付されております。 

 園芸課は以上でございます。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 通常分の資料にお戻りいただきたいと思い

ます。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 ２月補正の主なものを御説明いたします。 

 まず、最下段の畜産経営安定対策事業につ

きましては、5,500万円余の減額をお願いす

るものでございます。 

 内容につきましては、説明欄の１、家畜畜

産物価格安定対策事業でございますが、肉用

子牛、肉豚、鶏卵の価格変動による農家の損

失を補塡する事業でございますけども、対象

頭数の減尐によりまして、1,200万円余の減

額をお願いするものでございます。 

 続きまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄の３、畜産総合対策事業は、自給飼

料増産のための施設整備等を実施する団体に

対し、国庫補助を活用し助成を行うものでご

ざいますが、要望額の減尐に伴いまして4,00

0万余の減額をお願いするものでございま

す。 

 また、畜産経営技術高度化推進事業は、畜

産農家の経営技術の総合支援を行うものでご

ざいますけども、年度当初から委託をする必

要があることから、債務負担行為の追加をお

願いするものでございます。 

 ３段目の畜産物市場流通戦略対策事業費で

ございますが、説明欄の「くまもとの牛」首

都圏市場開拓支援事業でございますが、首都

圏への県産牛の出荷拡大に向けた県産牛の輸

送に対し助成を行うものでございます。要望

額の減尐に伴いまして400万円余の減額をお

願いするものでございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 最下段にありますとおり、畜産課合計で7,

700万円余の減額をお願いするものでござい

ます。 

 畜産課は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。 

 

○荻野農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 通常分の32ページをお願いいたします。 

 主な事項について説明させていただきま

す。 

 中段の国営土地改良事業直轄負担金でござ

いますが、大野川上流地区の平成24年度事業

費が確定したことに伴う債務負担行為の追加

でございます。 

 続きまして、33ページでございます。 

 ３段目の農業農村整備調査計画費、及び最

下段の県営土地改良調査計画費でございます

が、それぞれ平成24年度経済対策に計上され

た補助事業、国費100％への乗りかえに伴う

減でございまして、それぞれ1,840万円及び

7,990万円の減額補正でございます。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 上から３段目の農業農村整備推進交付金で

ございますが、国の元気臨時交付金を充当す

ることに伴う財源更正を行うものでございま

す。 

 一番下の海岸保全直轄事業負担金でござい

ますが、玉名横島地区における直轄海岸保全

施設整備事業の、24年度事業費確定に伴う1,
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117万円余の減額補正でございます。 

 以上、農村計画課といたしまして、１億3,

047万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 続きまして、経済対策分、別冊のほうの６

ページをお願いいたします。 

 今回の経済対策に係る追加補正分について

説明させていただきます。 

 県営土地改良調査計画費でございます、１

億5,700万円の追加補正をお願いしておりま

す。こちらにつきましては国の経済対策分で

ございまして、農業農村整備事業の新規予定

地区の事業計画策定に要する経費で、これに

つきましても国費100％で実施するものでご

ざいます。 

 農村計画課としましては以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○緖方技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 通常分の資料35ページをお願いします。 

 中段の農業土木行政情報システム費です

が、雇用実績の減に伴う14万の減額補正でご

ざいます。 

 次に、中段の県営かんがい排水事業費につ

いては、総合評価方式事前登録審査業務の委

託に伴う債務負担行為の追加でございます。

これは、総合評価方式を効率的に実施するこ

とを目的に、業者からの申請に基づく企業の

実績を審査しましてデータベースに登録する

業務で、26年度当初から実施する必要がある

ために、債務負担行為の追加を行うもので

す。 

 技術管理課としては以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いします。 

 

○小柳農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 まず、２月補正通常分の御説明をいたしま

す。 

 36ページをお願いします。 

 上段の農地総務費ですが、7,300万余の減

額補正をお願いしております。 

 主なものとしましては、下から３段目の地

籍調査費で、国庫内示減により7,500万余の

減額補正となっております。 

 次に、下から２段目の土地改良費ですが、

13億4,500万余の減額補正をお願いしており

ます。減額の主な理由ですが、平成24年度の

経済対策による２月補正で予算を前倒しした

ことに伴いまして、25年の当初予算の重複分

を減額補正するものでございます。 

 減額が大きい事業といたしましては、37ペ

ージをお願いいたします。 

 １番目の県営かんがい排水事業が１億4,60

0万円余、それから２番目の農道整備事業が

４億7,200万円余、飛びまして38ページの１

番目ですが、農業基盤整備促進事業が10億5,

000万円の減額補正となっております。 

 また、恐れ入りますが、37ページに戻って

いただきまして、最下段の県営経営体育成基

盤整備事業の１億5,100万円余と、次のペー

ジ、38ページの上から３段目の団体営農業農

村基盤整備事業の３億200万円につきまして

は、国庫内示増による増額補正でございま

す。 

 次に、下から３段目の農地防災事業費でご

ざいますけども、５億6,000万円余の減額補

正をお願いしております。これも、主な減額

理由といたしましては、24年度２月補正の前

倒しに伴う25年度の重複予算の減額補正でご

ざいます。 

 主な事業ですが、39ページをお願いいたし

ます。 

 １段目の農地防災事業費が４億3,400万円

余、２番目の農地保全事業が8,200万余の減

額補正となっております。 

 次に、下から２段目の農地災害復旧費です

が、12億7,000万余の減額補正をお願いして
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おります。 

 まず、最下段の過年団体営耕地災害復旧事

業費の３億2,500万余の減額と、次の40ペー

ジの上から２段目の過年県営耕地災害復旧費

の８億3,900万余の減額につきましては、熊

本広域大水害による被害想定額をもとに予算

を計上しておりましたが、災害査定に基づく

復旧事業費の確定に伴いまして、国庫内示減

による減額補正を行うものでございます。 

 また、40ページ１番目の現年団体営耕地災

害復旧費の１億400万余の減額につきまして

も、本年度の災害におきまして、災害査定の

結果に基づく事業費の確定に伴い減額補正を

行うものでございます。 

 以上、最下段にありますように、農地整備

課としましては、合計で32億5,000万余の減

額補正をお願いしております。 

 続きまして、市町村負担金関係でございま

す。66ページをお願いいたします。 

 事業の実施に伴いまして、市町負担金を徴

収する必要があり、そのために議会の議決を

お願いするものですが、根拠となる法律の違

いにより２本の議案を提出しております。 

 まず、66ページが地方財政法に基づくもの

です。 

 事業名の欄の１から３に記載しております

単県事業の地域密着型農業基盤整備事業で、

新たに実施する地区が生じたこと、及び４に

記載しております県営耕地災害復旧事業の阿

蘇市の区域、これは熊本広域大水害の区域で

ございますけども、ここにおきまして災害復

旧にあわせて行っている農地のかさ上げ工事

に予算不足が発生したことから、それらに要

する25年度事業費の一部を関係市町に負担し

ていただくために、地方財政法第27条第２項

の規定により議会の議決をお願いするもので

ございます。 

 次の67ページでございますけども、これは

土地改良法に基づくものでございます。 

 事業名の欄に記載しております防災ダム事

業につきまして、国からの追加割り当て内示

が平成26年１月であったことから、それに要

する事業費の一部を関係市に負担していただ

くため、土地改良法第91条第６項において準

用する同法第90条第10項の規定により、議会

の議決をお願いするものでございます。 

 続きまして、経済対策分について御説明い

たします。 

 経済対策分の７ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の土地改良費ですが、23億9,400万

円の増額補正をお願いしております。 

 主なものといたしまして、３段目にありま

す県営畑地帯総合整備事業ですが、これは畑

地かんがい施設の整備等のため、菊池市の花

房中部２区を含む２地区で、１億3,100万円

の増額補正でございます。 

 また、最下段の県営経営体育成基盤整備事

業ですけども、水田の区画整理、用排水施設

整備のために、八代市の昭和地区を含む11地

区で、９億3,200万余の増額補正でございま

す。 

 次に、８ページをお願いします。 

 最上段の団体営農業農村整備事業ですが、

これは市町村が行う農業農村整備事業への助

成を行うものでございますが、阿蘇市の一の

宮第２地区を含む50地区で12億9,900万余の

増額補正をお願いしております。 

 次に、２段目の農地防災事業ですが、３段

目の説明欄にありますように、土地改良施

設、これはため池とか海岸堤防でございます

けども、これら施設の耐震調査のための経費

として、３億1,000万の増額補正をお願いし

ております。 

 以上、農地整備課としましては、最下段に

ありますように、27億400万円の増額補正を

お願いしております。 

 農地整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 
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○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 通常分の説明資料の41ページをお願いいた

します。 

 林業総務費で14億5,800万円余の増額補正

を提案させていただいております。 

 まず、森林計画樹立費につきましては、１

億3,400万円余の減額補正をお願いしており

ます。 

 その主なものといたしまして、事業費確定

によりまして、説明欄１の森林整備地域活動

支援交付金事業で5,000万円余、説明欄５の

持続的な森林経営の確立総合対策事業で6,30

0万余の減額補正をお願いしております。な

お、森林整備地域活動支援交付金事業は基金

事業でございますので、今回減額した事業費

は、来年度以降の事業実施に充てることにな

ります。 

 42ページをお願いいたします。 

 最下段の森林整備促進及び林業等再生基金

積立金でございますけども、１億1,900万円

余の増額補正をお願いしております。これ

は、前年度繰り越し事業の不用残額等の積み

戻し及び運用利息の増額によるものでござい

ます。 

 43ページをお願いいたします。 

 国庫支出金返納金ですけども、14億9,900

万円余の増額補正をお願いしております。こ

れは、国からの要請に基づきまして、復興関

連予算の未執行分を返還するものでございま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 造林費でございますけども、１億5,700万

円余の増額補正を提案させていただいており

ます。 

 その主なものとして、説明欄１の森林環境

保全整備事業で、国庫補助内示増によりまし

て、１億7600万円余の増額補正をお願いして

おります。 

 45ページをお願いいたします。 

 県有林費でございますけども、下段の県有

林造成事業費の事業費確定に伴う減などによ

りまして、4,000万円余の減額補正をお願い

しております。 

 以上、森林整備課通常分として15億3,200

万円余の増額補正をお願いしております。 

 続きまして、条例の改正を説明させていた

だきます。 

 64ページをお願いいたします。 

 森林整備及び林業等再生基金条例の一部を

改正する条例でございます。 

 内容につきましては、65ページで説明させ

ていただきます。 

 １の改正前の条例の内容でございますけれ

ども、国の森林整備加速化・林業再生事業費

補助金を活用して、平成21年度から26年度ま

での間に実施する事業費に充てるため、森林

整備促進及び林業等再生基金を設置しており

ます。 

 ３の改正内容でございますが、改正は２点

ございます。 

 まず、基金の処分の特例として、震災復興

関連予算で積み立てた基金の一部を国に返還

するための規定を整備するというのが１つ目

でございます。 

 ２つ目は、今回補正予算によりまして、緑

の産業再生プロジェクト促進事業として、木

質バイオマス発電施設に対する資金融通を行

います。売電開始後15年間にわたり融通した

資金の返済を受けることから、条例の執行期

間を平成43年12月31日まで延長するものでご

ざいます。 

 最後に、経済対策について説明させていた

だきます。 

 別冊の説明資料の９ページをお願いいたし

ます。 

 林業総務費の森林整備促進及び林業等再生

基金積立金で、39億7,600万円余の増額補正

をお願いしております。これは、国の経済対

策補正予算に対応したものでございまして、
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森林整備促進及び林業等再生基金事業を実施

するために、基金に積み立てを行うものでご

ざいます。 

 次に、林業振興指導費の流域総合間伐対策

事業費4,300万円の増額補正をお願いしてお

ります。これは基金活用事業でございまし

て、鳥獣被害防止施設の設置経費に対する補

助でございます。 

 続きまして、造林費の造林事業費で１億3,

500万円余の増額補正をお願いしておりま

す。これも同じく国の経済対策補正予算に対

応したものでございまして、植栽、間伐など

の実施に対する助成を行う事業でございま

す。 

 以上、経済対策分として、41億5,400万円

余の増額補正をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小宮林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 通常分資料の46ページをお願いいたしま

す。 

 主な内容について御説明いたします。 

 中段の林業振興指導費で5,816万円の減額

をお願いしております。 

 最下段の林業構造改善事業費では1,327万

円余の減額をお願いしておりますが、これは

事業費確定に伴う減額でございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 上段の林業労働対策事業費で3,704万円余

の減額をお願いしております。これは、説明

欄２の緑の雇用担い手対策支援事業、４のく

まもと緑の新規就業促進対策事業における入

札残や、変更契約などによる事業費確定に伴

い減額するものであります。 

 48ページをお願いいたします。 

 林道費で５億668万円余の減額をお願いし

ております。 

 林業事業費では４億5,128万円の減額をお

願いしておりますが、これは説明欄１の県営

林道事業から３の大規模林業圏開発推進事業

までの事業の一部を、24年度の経済対策に前

倒ししたことに伴う国庫内示減でございま

す。 

 49ページをお願いいたします。 

 上段の農免林道事業費で4,240万円余の減

額をお願いしておりますが、これも24年度の

経済対策への前倒しに伴う国庫内示減でござ

います。 

 中段の林業災害復旧費では４億1,990万円

余の減額をお願いしております。過年林道災

害復旧費の４億459万円余の減額は、備考欄

に記載していますように、平成24年度の現年

林道災害復旧事業で実施したことによる減額

でございます。 

 下段の現年林道災害復旧費の1,530万円余

の減額は、災害査定に伴う国庫内示減による

ものでございます。 

 林業振興課全体といたしましては、最下段

の９億9,037万円余の減額をお願いしており

ます。 

 続きまして、経済対策分資料の10ページを

お願いいたします。 

 林業振興指導費で34億9,598万円余の増額

をお願いしております。 

 中段の林業振興指導費では、説明欄の原木

しいたけ再生回復緊急対策事業として、３億

500万円の増額をお願いしております。これ

は、原木栽培シイタケの販路拡大と安定した

生産量を確保するために、原木しいたけを栽

培管理するしいたけ農協、地域のＪＡ、森林

組合の団体などを構成員とします地域協議会

に対して、販売活動や種駒・原木の導入経費

の補助を行うものでございます。 

 最下段の林業・木材産業振興施設等整備事

業費では、緑の産業再生プロジェクト促進事

業として31億7,098万円余の増額をお願いし

ております。これは合板加工やプレカット加

工などの木材加工流通施設、また木造公共施

設、木造チップ製造や発電の施設などの木質
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バイオマス施設の整備に対して補助を行うも

のでございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 林道費で５億6,366万円余の増額をお願い

しております。 

 最下段の農免林道事業費で８路線の5,393

万円余の増額を、次の12ページをお願いいた

します、林業専用道整備事業費で21路線の５

億円の増額をお願いしております。 

 林道振興課全体では、最下段の別冊補正額

合計で40億5,965万円余の増額をお願いして

おります。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 通常分の資料50ページをお願いします。 

 中段の治山費で総額20億4,942万円余の減

額補正をお願いしております。 

 内訳としましては、治山事業費で、平成24

年経済対策に伴う前倒しを行う事業により、

16億8,246万円余の減額になったこと、及び

下段の緊急治山事業において、災害対応のた

めの待ち受け予算２億3,616万円余の減額を

したこと。 

 51ページをお願いします。 

 ２段目、保安林整備事業費で、経済対策及

び国庫内示減により１億2,879万円の減額に

なったことによるものでございます。 

 次に、治山施設災害復旧費４億9,762万円

余の減額は、過年治山災害復旧費の災害査定

に伴う国庫内示減、及び現年治山災害復旧費

の待ち受け予算の減額によるものでございま

す。 

 以上、森林保全課としまして、合計で25億

280万円余の減額補正をお願いしておりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 引き続き、資料の52ページをお願いいたし

ます。 

 まず、中段の水産業振興費について御説明

をいたします。 

 浅海増養殖振興事業費で、３本の債務負担

行為の追加をお願いしております。これはい

ずれもクマモト・オイスターの関係でござい

ます。 

 生食用カキ検査業務につきましては、クマ

モト・オイスターの生食用カキが、食品衛生

法で定められた規格基準に合っているか検査

を行うものでございます。 

 次に、クマモト・オイスター種苗生産業務

につきましては、公益財団法人くまもと里海

づくり協会に、試験養殖用の稚貝の生産を委

託するものでございます。 

 また、二枚貝種苗生産施設整備事業につき

ましては、牛深種苗生産施設内にクマモト・

オイスター種苗生産施設を建設するため、建

設地にあります既存施設の解体を行うもので

ございます。 

 いずれも平成26年度当初からの実施が必要

なことから、債務負担行為の設定により、本

年度中に契約を行うためのものでございま

す。 

 下段の漁場環境等対策事業費で、国庫補助

内示減による593万円余の減額補正をお願い

しております。 

 53ページをお願いいたします。 

 まず、上段の水産資源保護育成事業費で36

7万円余の減額補正をお願いしております。

これは、国庫受託事業の減により、事業費及

び受託事業収入が減となったことに伴う減で

ございます。 

 次に、中段の栽培漁業事業化促進事業費で

500万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄に記載しておりますとおり、１のみ
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んなで育てる豊かな海づくり事業につきまし

ては、受託事業の減により、事業費及び受託

事業収入が減となったことに伴う減でござい

ます。 

 ２の有明海再生調査・技術開発事業につき

ましては、国庫内示減に伴う減額でございま

す。 

 また、債務負担行為の追加でございます

が、これは水産動物の種苗生産を、公益財団

法人里海づくり協会へ委託するもので、本年

度中の契約を行う必要があるため、１億4,88

0万円余の債務負担行為の設定をお願いして

おります。 

 下段の栽培事業運営費ですが、これは大矢

野種苗生産施設内で、地域の元気基金により

整備を行っておりますクルマエビ用の種苗生

産施設整備に係る予算でございます。既存施

設の撤去は一般財源にて行うこととしており

ましたが、撤去につきましても地域の元気基

金を活用するため、財源の更正をお願いして

おります。 

 54ページをお願いいたします。 

 上段の漁業調整費で1,091万円余の減額補

正をお願いしております。 

 説明欄の３の漁業権切替事業で、事業内容

の見直しによる事業費の確定に伴い、402万

円の減額補正としております。 

 下段の漁業取締費で691万円余の減額補正

をお願いしております。 

 説明欄２の漁業取締船代船建造事業につき

ましては、事業費の確定に伴い118万円余を

減額補正としております。また、事業費に地

域の元気基金を充当することとして、県債と

の財源更正をあわせてお願いしております。 

 水産振興課全体としましては、最下段の3,

871万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 水産振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 同じく、通常分資料の55ページをお願いい

たします。 

 補正予算のうち主なものを御説明いたしま

す。 

 まず、中段の沿岸漁場整備開発事業費で１

億5,130万円余の減額補正をお願いしており

ますが、これは県営漁場の環境改善を図るた

めに、覆砂等実施しております水産環境整備

事業費に係る国庫内示減による減額でござい

まして、昨年２月の経済対策による補正との

重複によるものでございます。 

 次に、下段の漁港建設管理費で４億5,900

万円余の減額補正をお願いしております。こ

れも主に国庫内示減に伴う減でございまし

て、昨年２月の経済対策との重複により減額

するものでございます。 

 主な内容について御説明します。 

 最下段から次の56ページ上段にかけまし

て、地域水産物供給基盤整備事業費で5,721

万円の減額補正をお願いしておりますが、こ

れは国庫内示減によるものでございます。 

 56ページの下段をごらんください。 

 単県漁港改良事業費で、水産基盤整備交付

金の事業費確定に伴う減額補正、及び漁港漁

場施設補修事業の債務の変更をお願いしてお

ります。債務負担行為の変更につきまして

は、漁港施設の点検委託業務を年度当初から

行うために増額をお願いしているものです。 

 次に、57ページをお願いいたします。 

 上段の漁村再生整備事業費では、漁村の再

生支援を目的に、漁港施設等の整備の推進及

び市町事業への補助を行っておりますが、国

庫内示減により１億2,792万円余の減額補正

をお願いいたしております。 

 続きまして、58ページをお願いいたしま

す。 

 水産生産基盤整備事業費で２億306万円の

減額補正をお願いしております。 
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 説明欄をごらんください。これは、県営塩

屋漁港、御所浦漁港の整備に係る事業費の国

庫内示減による減額と、熊本市営天明漁港の

事務費の一部を人件費として内容更正を行う

ものでございます。 

 最下段をごらんください。漁港漁場整備課

としましては、通常分といたしまして、総額

で６億2,880万円余の減額補正をお願いして

おります。 

 次に、経済対策に係る補正予算について御

説明いたします。 

 経済対策分資料の13ページをお願いいたし

ます。 

 漁港建設管理費の水産生産基盤整備事業と

しまして４億7,300万円余の増額補正をお願

いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 まず、１の県管理漁港につきまして、３億

8,000万円余の増額補正をお願いしておりま

す。これは、天草市の牛深漁港を含む４漁港

で、水産基盤強化を図るための漁港施設の整

備等に要する経費でございますが、主なもの

といたしましては、牛深漁港で衛生管理対策

として屋根の工事を行うほか、機能保全計画

の見直しを実施いたします。 

 また、２の市町村漁港につきましては、9,

325万円の増額補正をお願いしております。

これは、宇土市の網田漁港を含む８漁港で、

市町が施行する既存施設の機能保全推進のた

めの事業へ補助を行うものでございます。 

 漁港漁場整備課といたしましては、経済対

策に係る予算として、総額で４億7,325万円

の増額補正をお願いいたしております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。質疑ありませんか。 

 

○西聖一委員 今回の説明資料の中でわかり

ますように、本当に減額補正が多いというの

は、経済対策等の関係あたりも十分わかって

いまして、現場の職員も大変苦労した中で予

算組みをして、そして結果的にこうなったと

いうのは十分踏まえた上で、４～５点確認を

させていただきたいと思います。 

 全体的に、起債で国庫内示減というのがさ

れていますけど、口頭の説明では24年度前倒

し分でというのがあったのでわかるんですけ

ども、この資料を見る限り、林務関係は前倒

し分という言葉が入ってるので非常にわかり

やすいんですけど、その他土地改良とか農地

生産総合とか、そういうところは入っていな

いもんですから、職員の努力が見えないと私

は思うんです。自民党さんがお金いっぱい持

ってきたのに、何かお金だけ来て、事業未執

行で残ったような感触を受けるので、ちょっ

とそこ記載の工夫が必要じゃないかなと思い

ます。 

 21ページです。農対事業の鳥獣害防止対策

パワーアップ事業、これも４億7,000万組ん

で１億7,000万返しますけども、これだけ議

会で鳥獣害対策をやれやれと言っているの

に、これだけお金が余ってしまったというの

は、国の査定もあるんでしょうけれども、使

い勝手が悪い事業なのか、地元がこれ納得し

ているのかということを確認したいと思いま

す。 

 それと、27ページです。生産総合事業の説

明欄２で、「Ｈ24補正繰越分」と書いていま

すけども、これは繰り越し事業ではなくて、

先ほど言った前倒し分にこれだけ使ったんで

すよということで理解していいのかなという

ことです。 

 38ページです。一番上の段の農業基盤整備

促進事業、そっくり落ちているんですけど

も、これは事業がなくなったのか、地区が辞

退したのか、不採択だったのか、それともさ

っき言った24年度前倒しに回しましたという
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ことなのかを確認したいと思います。 

 それと40ページです。過年度の復旧事業費

で９億円で、実際は6,000万しか執行できな

かったということで、査定の結果ですという

話はありましたが、果たしてそれで地元は納

得しているのかなというのと、それこそつか

み金で予算組んだんですかという話をちょっ

とお聞きしたいと思います。 

 あと、経済対策追加分のほうで２点だけで

す。 

 １つは、２ページ目の農地中間管理機構の

財源の基金積立金の件ですが、新しい機構を

つくるので基金が必要だということで、国も

手当てしていただいていますけども、もとも

と県の農業公社にも同じような機能があって

基金を積んでいまして、２億9,900万ぐらい

国からもいただいて、強化引当金とあります

けれども、その基金はどういうふうに扱って

いるのかという話を１点お尋ねします。現在

の基金と今度の基金はどう違うのかという話

です。 

 それと、10ページ目で、木質バイオマス関

係の施設の補助金、基金となってできていま

すけども、既に県南にも新しいバイオマスの

木材チップの工場も稼働してきましたけども

今後もふえるという話も聞いておりますが、

この未利用資源分のどれくらいの部分をこれ

に充てるのかなという長期的というか、計画

的な話をお聞きしたいと思います。 

 できるのが、できている施設がどうも港の

近くなので、県内の未利用資源足らないとき

は外国から入れてでもするのかなと。このバ

イオマス火力発電も一回運転始めるとやめら

れないという話も聞いていますので、そこら

辺の材料費の見込みはちゃんと立っているの

かという点でお尋ねしたいと思います。 

 ちょっと長くなりましたけど、以上です。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 全般的な前倒ししての説明とか、そういう

お話がありましたので、まず総括的に御説明

させていただきます。 

 今回の２月補正での減のうち約半分は、先

ほど説明がありましたような経済対策への前

倒しというふうに整理しています。それで、

説明資料で書いておりますところ、書いてい

ないところございまして、ここはちょっと、

説明の記載内容については今後また工夫して

いきたいと思います。 

 これにつきましては、経済対策については

適時適切に対応したいということで、積極的

に手を挙げた結果に伴うというふうに考えて

います。 

 以上でございます。 

 

○潮崎むらづくり課長 鳥獣害対策の予算の

補正が減額が１億……。済みません、通常分

の21ページでございます。 

 鳥獣被害防止対策パワーアップ事業の減額

１億7,000万で、地元が納得しているのかと

いうような御質問だったと思いますけれど

も、１億7,000万の減額の――侵入防止柵に

対する国庫の内示減です。４億4,000万ほど

要望をしておりましたけれども、国からの内

示が２億8,000万ほどだったということが、

内示の主な部分になりますけれども、これを

希望をしています市町村のほうに交付をいた

しまして、市町村のほうでは侵入防止柵を業

者に発注するときに、やはり３者見積もりと

か競争させて設置するもんですから、侵入防

止柵の単価が、計画では大体メーター当たり

1,500円程度で計画しとりますけれども、実

際そういう競争をやって、導入する際はメー

ター当たり1,000円だったり、1,000円以下に

なったりしているという状況から、国からの

内示がありました２億8,000万の交付金で、

ほぼ市町村の要望は十分対応できたという状

況でございます。 

 以上です。 
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○山中農産課長 農産課でございます。 

 通常分27ページお願いいたします。 

 生産総合事業説明欄の２番、「国Ｈ24補正

繰越分」についてのお尋ねだったかと思いま

す。これによって前倒しをしたのかという御

質問だったかと思いますけれども、一部事業

につきましては、上の１のほうの当初予算の

ほうからこちらにくらがえしたものがござい

ます。それからその多くは、改めてこの時点

で募集をしまして、新規に実施したものが大

半でございます。 

 

○西聖一委員 委員長、その点。そうなって

くると、17億も減額したということは、執行

率はどれくらい、当初予算80億も90億も組ん

で17億なのか、50億ぐらいで17億なのか、ち

ょっと補足を。 

 

○山中農産課長 農産課でございます。 

 尐し全体のことを御説明したがいいかなと

いうふうに思うんですけども、１番のほうの

生産総合事業は、これは当初予算の分になり

ます。これにつきましては、当初予算21億ほ

ど組ませていただいておりました。そのうち

８割方が平成24年度の補正予算ということ

で、２月補正のほうに前倒しで実施をいたし

ております。 

 残りの金額につきましては再度募集をいた

しまして、追加で実施しましたのが12億余り

ございます。しかしながら、当初予算のとこ

ろまでは積み上がらずに、６億余りの減額に

なっているということになります。 

 それから、２番の国の補正繰り越し分につ

きましては、これは国が、経済対策分の予算

を国で繰り越しを行いまして、県としては25

年度予算ということで、６月補正で改めて上

げさせていただいたものになります。これも

要望があった金額を、国の予算の枠が知らさ

れない中での実施ということでございました

ので、要望を取りまして、一部は先ほど申し

上げたとおり当初予算からのくらがえも含め

まして、予算としましては43億ほど上げさせ

ていただきました。 

 金額が非常に大きくなっておりますのは、

通常の強い農業づくり交付金に加えまして、

元気臨時交付金の上乗せも含めておりますの

で、金額が尐し大きくなっておりますけれど

も、結果的に国からの割り当てが要望額よ

り、内示減が４億近くということで、その後

事業費の変更、あるいは入札残等も発生しま

して、通常であればこれを活用して追加募集

をするんですけれども、国の考え方としまし

て、もともとの予算が繰り越しをしている予

算ということで、繰り越し後に交付決定をし

たものではあるけれども、その後の入札残等

の活用は認めないということでございました

ので、残った金額を減額補正をさせていただ

いております。 

 したがいまして、17億のうち国の交付金、

強い農業づくり交付金が９億余り、それから

低金利交付金が８億余りということになりま

す。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 

○前川收委員 いいですか。今の話とも尐し

関連するんですけれども、予算の組み方、使

い方という前提の中でいけば、24年度の２月

補正があり、それから25の当初があり、25の

２月補正が今回あっているということです

ね、年度で言えばですね。つまり、そもそも

補正から始まって、それは当然24の補正は25

に１回繰り越してある、その25の繰り越した

分を25の当初予算と組みかえていきながらや

ってきて、最終的に国庫補助の確定があった

ところで、今が多分その精算の時期、プラス

今度は25年度の２月補正という非常にわかり

にくい、難しい計算でありますが、いずれに
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しても相当大きな額、今回も25年度の２月補

正の国の経済対策分としても、頑張ってとっ

てきていただいております。 

 そういう事業でやっていくと、よくわかり

づらいのは、予算の単年度主義の話をいつも

私はさせていただくんですけども、民間の我

々から見ると、そんなに単年度主義にこだわ

る必要ないじゃないかという気持ちは当然あ

るんですけども、これは単年度主義原則を変

えることは当然ないということですから、そ

の中でどうやって自由にと言ってはおかしい

んですけども、柔軟に動いていくかという視

点がやっぱり必要なんだろうと思います。 

 そういった意味では、多分熊本県は相当柔

軟に頑張ってやっていただいて、今、西先生

のほうから、頭の体操をさせていただいたと

いうふうにも思っておりますけれども、そう

いった中で、これやると、多分また来年度の

今ぐらいが、一回当然２月で今組むわけです

から、来月の３月31日には一度繰り越した予

算に必ずなりますね、それは必ず繰り越すわ

けですから。そして、来年の３月になると、

そのときの予算がもしも消化できていなかっ

たという話になったときには、事故繰越的な

ことになってしまうということですね。 

 通常、当初予算で組む予算というのは、言

っちゃ悪いんですけど、24カ月予算なんです

ね。１回に繰越明許していいですよと、やり

やすいということでいけば、４月から始まっ

て１年間、そして１回明許繰越やってもう１

年までにきちっとやりましょうという話。 

 補正予算というのは、２月に組んで１回繰

り越していますからあと１年、まるまる12カ

月、つまり12カ月きっちりでちゃんと消化を

していかなきゃならない予算、そこのすみ分

けというんですか、使い分けをやっぱりきち

っとやっていかなきゃならないというふうに

思っていますし、ただし、恐らくこの後もま

た消費税が４月に上がり、それから来年の10

月には10％という話もあり、経済腰折れしち

ゃいかぬぞ、好循環やっていこうといった話

で財政出動がある可能性が高い。 

 それから、プライマリーバランス全体から

見れば、当然当初予算で組んでおくべき予算

が、当初で組むとバランス悪くなるので、わ

ざと当初では組まずに、本来必要な予算であ

っても補正に回している傾向が、国のほうの

予算の傾向としては非常に多いという前提か

ら見れば、そのところをしっかりかみ砕いて

いきながらやっていただきたいというふうに

思っておりますけれども。 

 今回のこの補正予算を組まれていく中で、

そういった部分についての注意点というんで

すか、これまで何回も補正があってきている

わけでありますから、特に工夫されたところ

とかなんかお感じになっているところがあれ

ば教えていただければと思います。それが第

１点。 

 それともう一つ、これはちょっと細かな話

なんですけども、２月補正の通常補正分の16

ページで、青年就農給付金事業国庫返納金と

いうのが出ていて、青年就農事業については

私代表質問かなんかでもお話しさせていただ

いたことがありますけども、いわゆる親元就

農の方と全くの新規就農の方とかなり条件が

違っていて、そういった中で実績が出てきて

いるというふうに思っていますけども、その

内訳ですね、要するに一旦就農金をもらって

お返しになった方の内容を、ちょっと教えて

いただければというふうに思います。 

 これは大事な事業で、使い勝手がいいのか

悪いのか、親元就農には薄く新規就農には厚

くしていく、親元就農は使えない、新規就農

は使ったけれどもお返ししますという話で

は、制度そのものの意味が余りなくなるとい

うふうに思いますので、そのこともあわせて

説明いただければと思います。 

 

○西聖一委員 委員長、済みません。前川委

員には申しわけないんですけど、僕もまだ全
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部回答をいただいておりません。 

 

○前川收委員 もう終わったと思うた。一旦

ここで私も終わりますから、済みません。 

 

○小柳農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 簡単に西委員の質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、38ページの農業基盤整備促進事業費

でございますけれども、これは端的に申し上

げて、これも24年度の前倒しで確保された分

に伴うものでございます。この事業はこうい

った形で上げておりますが、実はこの中身

が、かんがい排水事業、畑地帯総合整備促進

事業、経営体事業と、ほかの欄にございます

この事業の中に含んでおります。25年度の当

初予算を確保するために、24の地域ででき

た、地域に創設した農業基盤の強化のための

事業でございまして、この事業で25年度予算

を確保するために提示しておりました。た

だ、24の前倒しで確保できましたので、この

事業を要求する必要がなくなったという内容

でございます。 

 40ページの、これ過年県営災の6,100万余

しか要らなかったということですが、これは

現年災の県営の災害復旧事業でほぼ予算がと

れたと、24年度の現年災です。通常、これほ

どの甚大な災害は、当該年度に８割、次年度

に過年災を２割ということで計上いたしま

す。ただ、当該年度の24年度に約10割確保で

きましたために、過年災の計上した分が6,10

0万円で済んだということでございます。災

害復旧は順調に行われております。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 

○船越農地・農業振興課長 西委員のほうか

らありました農業公社の基本金のことでござ

います。現在、県の農業公社のほうの基本財

産としまして８億3,700万円程度持っており

ます。出資していますのが、例えば県でござ

いますとか市町村、ＪＡさん、それと土地改

良連合会とかですね。おっしゃいましたとお

り、そのうちの３億円近く、２億9,900万と

いうのが、農地の売買とか貸借、こういった

ことに充てます人件費を生み出すための基金

だったんですけども、平成21年度という事業

仕分けで、その分は国のほうが返してくれと

いうことになりますし、会計検査のときもそ

うなんですけども、本県はちゃんしとったん

ですけども、全く区分経理をしていない県が

あったということで引き上げることに一応決

まりまして、平成26年３月末までに返してく

ださいということになっています。 

 ということは、残り５億円で勝負して非常

にきつうございます。金利が今低金利で、５

億円あってもなかなか人件費が出てこないと

いうことで、今回農地中間管理機構ですけど

も、県に１つ農業公社指定しますけども、農

業公社が中間管理機構の分も役割を担うんで

すけども、基金のあり方として、農業公社の

ほうに基金を上げるんではなく、県ですね、

国から県のほうで、県で持っとって、その中

から人件費を補助という形になっていくこと

になっております。 

 ということで、一番低金利できつかったと

ころに、今回農地中間管理機構で職員の人件

費等見てくれますので、助かっていきますと

は思っております。 

 

○田代国広委員長 ほかに誰か……。 

 

○西聖一委員 最後に、バイオマスについ

て。 

 

○小宮林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 西委員からの、バイオマス発電等が行われ
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ることで資源が足りるかという御質問だった

と思います。平成22年度の資源調査を１回や

っておりまして、毎年未利用材の発生量とい

うのが130万立方ほど発生するというふうに

試算をしておりまして、そのうち林道から50

メーター以内の比較的利用されやすい、量と

しては40万立方というふうな試算をやってお

ります。 

 今回、発電関連で、既に本年度の６月補正

でお願いしました八代の発電、これで原料と

して利用するのが10万立方、これは完全に未

利用材になります。それと、今回お願いして

おりますのが、荒尾のほうでございますけど

も、これも10万立方の原材料が必要となりま

すが、そのうち製材の端材、製材の端材と申

しますのは、丸太から柱や板材取って残った

材木ですね、そういうものを利用するのが７

割、７万立方、それと未利用材、林地残材を

利用するのが３万立方という計画でございま

す。 

 全体の資源量からしますと、現在のとこ

ろ、それは十分に供給可能というふうに思っ

ております。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 いいですか。それでは、

前川委員の質問に対して……。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 まず、予算立てにつきましては、事業につ

きまして期間的には時間的な余裕がございま

せんでしたけども、現場の要望を聞きなが

ら、実現可能性のあるようなところで事業立

てをしているというのが１点でございます。 

 それと、執行の面で２つ課題があるかと考

えております。 

 １つは、発注する側、行政側の課題とし

て、人的なところがどうかというところがご

ざいまして、これにつきましてはいろんな任

期付き職員の配置とか、あるいは繁忙のとこ

ろには非常勤あたり、あるいは職員あたりを

配置しながら対応しているところでございま

す。 

 それから３つ目として、実際発注を受けた

ところで現場のところ、業者の方とかの負担

とか、そういうところが構造的にあるかなと

いうふうに考えています。これにつきまして

は、人材不足への対応につきまして、現場技

術管理者の兼任の緩和等の措置をとっており

ます。また、発注価格の見直しにつきまして

も、本年２月からは労務単価のアップをする

ようなところでやっております。 

 こういう工夫をしながら、できるだけ早期

執行というのも旨にしとりますけども、委員

の話のほうにもありましたとおり、工期とし

ては実質12カ月しかないということで、制度

として事故繰越というのがありますので、場

合によってはそちらのほうに事故繰越をしな

いといけないというような事柄であります

が、それについても制度ですので、やるとき

にはやらざるを得ないというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○梅本農林水産部長 補足させていただきま

す。 

 補正予算に対する私どものスタンスといい

ますか、姿勢でございますけれども、まず非

常に積極的に補正予算に対応しようというこ

とを課長たちには指示をしております。その

ためには常日ごろからどういった時期に、ど

ういったタイミングで、どういった趣旨の補

正が組まれるかという情報を常にいただきな

がら、全体として共有化して対応していると

いうことでございます。 

 そして、現場としてはもう一歩ニーズを常

に把握して、市町村とか、ＪＡとか、そうい

うところのニーズについては常日ごろから把
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握すると同時に、補正でも対応して前倒しで

実施する気持ちがあるかどうか、こういった

ことをきめ細かに把握しながら対応していく

と。その結果、100億近くの減額が生じてし

まいましたけれども、これはダブル計上した

ようなものが半分程度あるという、先ほどの

説明のとおりでございました。 

 本年度のところで尐し改善したものとして

は、できるだけダブルしないようにというこ

とで、当初予算とのダブル計上というのは極

力控えております。多分数億規模になろうか

と思います。来年度の今の時期での減額補正

というのは、今度のように多額にのぼること

はないようにしたつもりでございます。 

 以上でございます。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 課長でご

ざいます。 

 ただいま青年就農給付金の返還者の方の内

訳についてお尋ねいただいたかと思います。

準備型で５件、５人の方でございます。ま

ず、準備型につきましては、研修は終了され

たんですが、学ばれた農業の技術を生かし

て、農業をしていただくということが前提で

ございます。そういう中で、農業関係の団体

であるとか、そういった学んだコースで、実

際農業に携わらないという形になられた方が

２名でございます。あと残り３名の方は研修

を途中でやめられた方でございます。そうい

う内訳でございます。 

 それから、経営開始型につきましては２

件、うち１件は夫婦共同というふうに申し上

げましたが、まず夫婦共同経営の方は全くの

新規就農者でございました。その方につきま

しては、１年たたずして農業経営をやめられ

たということでございます。もう一方は、経

営を継承された方なんですけれども、御家族

が病気になられまして、それを契機として農

業そのものをやめられたということで、返還

の申し出をいただいております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 西委員、済みませんでした、

途中で割り込みまして申しわけございません

でした。委員長が指名するもんですから、言

うてよかと思うて、申しわけないです。済み

ませんでした。 

 

○西聖一委員 済みません、多過ぎました。 

 

○前川收委員 済みませんでした。   

 予算についてはぜひそのような部長の思い

のとおり、基本的にはさっきお話があったよ

うに、公共事業につながる部分があるんです

けども、公共事業のためにやっているわけで

は全くなくて、それはつくるための手段であ

って、できたものは農家がちゃんと使ってい

るとか、農業者や林業者がちゃんと使ってい

くと、そのことが大前提で頭の中で整理をし

ていかなきゃいけないというふうに思ってお

ります。ぜひ今後も積極的にお願いしたいと

思います。 

 それから、就農支援金の話は、今内容がど

う変わっているのかちょっと私も勉強不足な

部分がありますが、全体のトータルで何人ぐ

らい受けられていて、そのうち600何十人と

さっき数字があったかなと思いますけども、

そのうちの５人とか何人がお返しになったと

いう話であれば、かなりいい線だなというふ

うには思っております。 

 内訳が、私は、親元農業継承の方と、全く

本当に他分野から新規就農でいかれる方との

内訳がどのようになっているのか、今わかれ

ば教えていただければと思いますが、600数

十人の中で。わからぬなら、後からでよかで

す。後でいいです。――後でいいです。 

 

○田代国広委員長 今わかりますか。 

 

○前川收委員 後でいいです。 
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○田代国広委員長 では、後で。 

 

○村上寅美委員 むらづくり課長、中山間に

ついてちょっとお尋ねしたいけども、これは

国のほうの情報として私がわかるかぎりで

は、全般的にこれは見直すというような話に

なっているのが１つ。それがどうなっている

かということは、県までどの程度おりてきて

いるかということと、県の方針はどうなのか

ということをお聞きしたいのと、これは何ペ

ージかな、23ページの中山間で２億6,200万

も不用額が出ておるけど、これは非常に使い

勝手がいいということで、県下で中山間とい

うのは期待されているんだけども、これはど

ういう意味でこんなに残したの。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 まず、先に、23ページの２億6,200万の減

額の部分ですけれども、これは村上委員おっ

しゃる中山間の直接支払いじゃなくて、これ

はいわゆる基盤整備等をやる総合整備事業の

分でございます。これは説明申し上げました

けれども、24年度の２月補正の前倒しによる

減額でございます。 

 

○村上寅美委員 これは事業費だね。 

 

○潮崎むらづくり課長 ええ。村上委員がお

っしゃられています直接支払いに関する部分

は、21ページの中ほどにあります、説明欄の

上から３段目に出てまいります中山間地域等

直接支払事業でございます。これの減額分を

先に説明をいたします。 

 これで5,100万ほどの減額でございますけ

れども、これは25年度は新たに750ヘクター

ルほどの増加面積を見込んでおりました。24

年度に対象地域を尐し県の特認で広げたとい

うのを踏まえて、750ヘクタールほどの新規

分の面積として計上しておりましたけれど

も、実際地元で集落協定の締結がうまくいっ

たところ、いかないところございまして、最

終的に270ヘクタールほどの増になったとい

うことで、見込んだ面積が500ヘクタールほ

ど減りました。その分がマイナス5,100万と

いう減額になっているという状況です。 

 それから、1点目に御質問になりました国

の見直しの動向につきましては、これが今第

３期対策でございまして、26年度までが第３

期対策です。27年度からはこれは日本型直接

支払い制度ということで、多面的機能支払い

とこの中山間の直接支払いと、もう一つ環境

保全型という３つ、これが一つの法律に基づ

く制度としてスタートさせるという国の方針

がございまして、関連の法案がこの国会に提

出される準備がされております。 

 ですから、それに伴いまして、中山間の直

接支払いも、27年度からまた新たな対策にな

る、それも法律に基づく内容になるというこ

とで、26から27にかけて、今の制度の中身の

見直しがされるという予定にはなっておりま

すけれども、まだ具体的にどういうふうに見

直しとかいう情報は参っておりません。県の

ほうとしても…… 

 

○村上寅美委員 もうよか。３つを組み合わ

せて新たなものをつくるということでしょう

が。新たなものを27年度から、３つとも。だ

から、３つを一本化するということでしょ

う。 

 

○潮崎むらづくり課長 よろしいですか。３

つを１本にして新たな制度をつくるというこ

とではなくて、法律を１つつくって、その中

で３つの制度を…… 

 

○村上寅美委員 ３つを入れてしまう。 

 

○潮崎むらづくり課長 ええ。だから、全く
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３つが合体して新たな制度が１本でき上がる

というイメージじゃなくて、一つの法律をつ

くって、その中で今の３つが…… 

 

○村上寅美委員 あるわけ。 

 

○潮崎むらづくり課長 ええ。ですから、大

きく中山間制度が変わるとは思っていません

けども、県としては今まで入っていない地

域、類似の地域も対象にするように国のほう

には要望していきたいという方針です。 

 

○村上寅美委員 今もああたに俺が質問しよ

うとすると、ああたが答えば言うけん……。

知事の、知事指定とかということで、区域か

ら漏れるところが何地区かあるけども、ちょ

っと不公平みたいになってしまうから、ぜひ

一本化でというふうなこれは要望をしときま

す。 

 それから、直接支払いということは、これ

は市町村におりてくるんだろう、金は。 

 

○潮崎むらづくり課長 はい。 

 

○村上寅美委員 県はどういう立場ね。 

 

○潮崎むらづくり課長 これは、財源は国が

半分で、県が４分の１、市町村が４分の１と

いう財源の構成になっています。県は、国の

分を受け入れて、県の分を継ぎ足して市町村

に交付すると。 

 

○村上寅美委員 それじゃ、一応県が受け入

れるわけ、国からは。 

 

○潮崎むらづくり課長 はい、そうです。 

 

○村上寅美委員 そして、市町村におろすわ

けね。 

 それで、委員長。それで、28号で農用地利

用の条例をつくるということが出ているでし

ょう、第28号で。条例書いておる。農用地利

用集積等推進基金条例、これを説明してごら

ん。ああたがえじゃなかでしょう、これをひ

とつ。 

 

○船越農地・農業振興課長 28号でございま

すが、名前のほうは熊本県農用地利用集積等

推進基金条例というふうになっておりますけ

ども、これは農地中間管理機構のほうに国の

ほうから一応交付金が来ますので、その受け

皿をつくるという形の基金の設置でございま

す。 

 

○村上寅美委員 はい、わかった。 

 

○田代国広委員長 関連でいいですか、今の

28号で。この概要を議決するんですか。 

 

○船越農地・農業振興課長 61ページのほう

が条例の制定案でございます。簡単な概要に

したのが63ページでございます。ということ

で、委員会のほうで議決していただきますの

が、この61ページと62ページでございます。 

 

○田代国広委員長 農地関連で、済みませ

ん。普通、財源が伴う条例を制定する場合

は、同時に財源を予算化しなければならぬで

しょう。この条例は財源を伴う条例と思いま

すが、これに伴う財源というのは、この予算

書に確保されていますか。 

 

○船越農地・農業振興課長 この委員会説明

資料のほうは歳出の予算を書いております。

ということで、12億1,100万という形でです

ね。歳入のほうはまた別ということです。 

 

○田代国広委員長 ここには、どこにあるで

すかね。 
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○濱田経営局長 別冊の経済対策の関係資料

がございますが、この２ページのところに、

今の基金に積みます12億1,100万円の予算が

出ております。全額国庫でございます。 

 

○村上寅美委員 これね。全額……。 

 

○濱田経営局長 全額国庫です。経済対策分

の……。 

 

○船越農地・農業振興課長 別冊補正額とい

うことで、別紙のほうに書いております。 

 

○泉広幸委員 委員長、ちょっとよかです

か、関連です。 

 これは説明で、何か複数年とかなんとかと

言われた、あれ何年ぐらい、どがん言いなは

ったつ。 

 

○船越農地・農業振興課長 今回の国の補助

のほうから県費のほうに12億1,100万いただ

きたいということでございます。当初のスタ

ート時、４月１日からスタートするために、

どうしてもこれは一応受け入れたいという形

で、この補正予算プラス当初のほうでも７億

程度国のほうから来るということで、合わせ

まして19億8,000万程度、県の基金としては

一応スタートしたいと思っています。 

 年間の賄い料と申します、これは大体５億

か６億ぐらいかかりますもんですから、複数

年ということで、３カ年程度当面この基金で

賄っていきたいというふうに考えておりま

す。毎年、毎年不安定ではいけないというこ

とで、３年間分が確保してあるということで

ございます。 

 

○國武担い手・企業参入課長 先ほど前川委

員から御質問いただいた点でございます。25

年度分についてはまだ状況を整理いたしてお

りませんので、24年度の数字で御説明させて

いただきたいと思います。 

 経営開始型が344人いらっしゃいました

が、親元就農の農家出身の方が242名、それ

から非農家出身の方が102名でございます。

それから準備型につきましては、農家、非農

家という形で分けてはおりませんが、56名の

うち33名の方は農大生でございますので、そ

れからしますと、残りの方は非農家が多いの

かなと、準備型のほうについては考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 経済対策分の10ページなん

ですけども、２点。 

 県産木材新規用途導入促進支援事業で、

「地域材があまり使われてこなかった分野」

と書いてありますけども、具体的にどういう

分野があるのかちょっと教えてください。 

 それから、その下の原木しいたけ再生回復

緊急対策事業、これは先ほどの説明なんです

けども、これまではしいたけ農協ですかね、

しいたけ農協だけに助成をしていたというこ

とですけども、生産管理がきちっとしている

からということだというふうに思います。今

後、地元それぞれの地域の森林組合等々が販

売するのに対しても、種駒とか原木にも助成

をされると思いますけども、先ほど申された

地域協議会に対してと言われましたけども、

それは具体的にどういう枠でつくられていく

のか、その辺をちょっと教えてください。 

 

○小宮林業振興課長 第１点目の県産木材新

規用途導入促進支援事業、これの地域材が余

り使われてこなかった分野はどういうものか

という御質問でございます。今回、2,000万

円の増額補正をお願いしておりますが、これ

につきましては、太陽光の架台、台ですね、

太陽光を支える台、これを木製でつくって、

今まで鋼製のものだったもの木製に変えて、

新たな用途として普及していこうという取り
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組みでございます。 

 ２点目のシイタケの関係、今回の再生回復

緊急対策事業でございます。その中の先ほど

委員がおっしゃられた、６月補正で単県事業

として取り組んだシイタケ栽培について、し

いたけ農協だけを対象にということではござ

いませんで、県の栽培基準で栽培管理する団

体等を対象に事業を計画いたしまして、結果

的にそういう管理をされているのがしいたけ

農協だったということでございます。 

 今回の新たな経済対策で行うものにつきま

しても、基本的には県の栽培基準で栽培管理

する団体等を地域協議会の対象としまして、

そういう方々で構成する地域協議会を県レベ

ルで一本化してつくって、そこがシイタケの

種駒や原木の導入について直接何といいます

か供給をしていく、それに対して県のほうで

補助をやっていくと、そういう仕組みで考え

ております。 

 

○早田順一委員 シイタケの件ですけど、地

域協議会ですね、例えば地元の農協とか森林

組合とか市町村とか、どちらかというと市町

村単位ぐらいの感覚なんですかね、協議会の

大きさというか。 

 

○小宮林業振興課長 基本的には、しいたけ

農協が県レベルというのもございますし、各

地域からそれぞれのＪＡ、森林組合を統合し

まして、県レベルで一つの地域協議会をつく

っていきたい。そうしないと、地域ごとにす

るとばらばらで統一がなかなか難しいものが

ありますので、県レベルで地域協議会をつく

っていくということを考えております。 

 

○早田順一委員 それは、いつからでしょう

か。 

 

○小宮林業振興課長 ５月ぐらいをめどに、

今御承認をいただければ、経済連とか県信

連、またしいたけ農協等々と御相談しなが

ら、地域の森林組合とかＪＡとか、参加を募

って県レベルの協議会を、５月ぐらいを目途

にしたいというふうに思っております。 

 

○早田順一委員 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 私は、耕作放棄地について

お尋ねしたいんですが、今回800万円減とい

うことでなさっておりますが、耕作放棄地の

――14ページ、耕作放棄地の解消に向けての

動きというのが、逆に言うと低下してきてい

るのかなというふうに、そんな感じで捉える

分もあるんですが、そのような方向性なのか

どうか。 

 耕作放棄地の面積が減っているのか。結

局、解消しても新たに耕作放棄地になってし

まうというふうな、そういったパターンもあ

り得るんで、全体的な耕作放棄地面積という

のは減っているのか、ふえているのかとい

う、そういったところもちょっとお尋ねする

んですが……。 

 

○船越農地・農業振興課長 14ページの耕作

放棄地解消対策分のうちの減でございます

が、この808万の減と申しますのが、実は国

と県、両頭立てと申しますか、これとは別に

国単独補助の事業がございます。そっちのほ

うがちょっと単価が高くて、最初年度初め

に、見積もり段階では相当数上げているんで

すけども、県の事業よりか国単独補助の分の

ほうに逃げていくということもございまし

て、執行の残がどうしても808万ぐらい生じ

てきているという状況でございまして、一応

減ということでございます。 

 現在、全般的に耕作放棄地相当頑張ってき

て、毎年大体250ヘクタールぐらい解消して

おります。一方では、それと同等か以下ぐら
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いの、今まで使った農地が遊休地化していく

ということで、一方では耕作放棄地を解消し

て一方で発生するということで、今のところ

トータルでは、一応鈍化していて、県全体の

耕作放棄地の割合というのは大体鈍化して、

とんとんという形になってきております。 

 

○吉永和世委員 耕作放棄地になる予備軍と

いうんですか、要するに予備軍が結構あるん

だろうというふうに思うんですけども、その

予備軍を何というか、早く耕作放棄地として

位置づけることによって別の用途で利用でき

るというような、そういった状況もあり得る

のかなというふうに思うんですけども。 

 耕作放棄地の基準がもしあるとするならば

――基準がちょっとわからないんで、基準が

あるというなら、その基準をある程度緩和す

ることによって、予備軍が耕作放棄地と位置

づけられて、それが別用途、つまり農地でな

い別用途として利用される可能性が出てくる

とするならば、それは大きく耕作放棄地解消

につながるんじゃないのかなと思うんです

が、そういったことは、現にそういった要望

というんですか、何かあるのかないのか、ま

ずそれが対応できるのかできないのか、そこ

ら辺ちょっと教えていただければなというふ

うに思います。 

 

○船越農地・農業振興課長 現在、県全体で

9,000ヘクタール強の耕作放棄地ございま

す。その分類ですけども、各農業委員会のほ

うで調査をしまして、耕作放棄地台帳という

のをつくって整理しております。３種類ござ

いまして、緑色にしているんですけども、す

ぐ使えると思えば使えそうな耕作放棄地が１

つ。２つ目が、全く回復が不可能な耕作放棄

地ございます。それと中間的なものですね。

何らかの工事とか、手を相当入れれば使える

ということでございます。 

 今回の農地中間管理機構あたりの対象とな

りますのが、すぐ使える農地については使っ

ていきたいというのが一つと、それと、おっ

しゃいましたとおり、戦後開拓とか相当しま

したけども、今後使えそうもない農地が相当

分類してあります。こやつは赤農地というん

ですけども、こういった農地につきまして

は、農地の形状をしていないというところが

ありまして、そういったところは違う使い道

ですね、地目そのものを森林に変えるとか、

場合によってはクヌギ林にするとかという形

で、今そういった形で、本年度認めていただ

きました非農地化の促進事業というのがござ

いまして、地目を変えて農地でなくしていく

というふうな取り組みをやっています。 

 トータルで、耕作放棄地の分母を減らして

いくというふうなことで今進めていっていま

す。使える耕作放棄地は使う。どうしまして

も使えない農地は、地目ごとに田畑でないと

申しますか、例えば森林でありますところは

雑種に変えていくというふうな形でございま

す。 

 

○吉永和世委員 ３段階はいいんですけど

も、持ち主が、私は農業をする気はありませ

んとはっきりしている現状であるならば、必

ず何か耕作放棄地になっていくのかなという

ふうに思うんで、そこら辺がはっきりするか

しないかによっては、３段階も別に要らない

のかなという気もせぬでもないんです。 

 ですから、そこら辺の耕作放棄地の基準と

いうのが明確でないもんで、あるとするなら

ばさっき教えてほしいと言ったんですけど

も、それを緩和することによって広くまた用

途が出てきて、持ち主さんにしてもすごくあ

りがたい結果の、そういう方向にいくのかな

と思っているもんで、そこら辺は基準はある

んでしょう、ある程度。基準があるならばち

ょっと……。 

 

○船越農地・農業振興課長 すぐ使える農地
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というのがまずありますので、こういった農

地、先ほど委員からありましたとおり、使え

てもなかなか使う気がないとか、こういった

農地については、農地の集積と申しますか、

全面的にですけども、例えば農地中間管理機

構あたりを活用していただいて、自分以外の

全く他人に貸すと、間に国・県が入るという

形ですけれども、そういった形で活用策を見

つけていくというのが１つあると思います。 

 それと、先ほど言いました、手ば入れれば

何らかの工事ばしたり、例えば排水溝の工事

であるとか、そういったことをすればできる

ところは、可能性があればそこはやっていく

という形かと思います。 

 一番最後の通称赤の耕作放棄地というんで

すけども、荒廃農地については農地として活

用をあきらめて、例えば林地でありますと

か、先ほど言いました、場合によっては太陽

光発電あたりに活用していくということもあ

るかと思います。そういうことで、耕作放棄

地の総量を減らしていくというふうなことか

と思います。 

 

○吉永和世委員 また、後で個人的に……。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 なければ、これで質疑を

終了します。――ありますか。 

 

○村上寅美委員 団体支援課長にちょっと…

…。水産と農業、あんたが両方関連しとるわ

け。 

 

○山口団体支援課長 そうでございます。 

 

○村上寅美委員 関連しとるわけ。大体貸し

出しは今どれくらいあるんですか。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 漁業関係の私の今手元に持っておりますの

は、基金協会の保証残高ベースでちょっと御

説明させていただきますが、漁業信用基金協

会の保証残高が46億円でございます。それか

ら農業信用基金協会の保証残高が1,485億円

でございます。 

 

○村上寅美委員 それで、なぜわしが尋ねた

かというと、養殖業に対して、基金協会自体

が銀行から余り信用なかっですよ、基金協会

自体が。これは県の裏づけでしょう。国と県

の裏づけでしょう。だから農業のほうは伸び

よるわけたいね。46億て、あんたこら１件分

しかなかたい。だからその辺を梅本部長、も

うちょっと水産に、きょう委員外で西岡議員

もおられとるけども、やっぱり水産関係は非

常に環境自体も、特に有明海、八代海、天草

という３つの海のある県はないんですよ、熊

本県だけで。２つはあるけども。 

 そういう中で、もちろん水産県は長崎とか

鹿児島のほうが進んでいますけどね、熊本も

それだけの有明・八代・天草という海を持っ

ているわけで、そしてそれが機能していな

い、有明海に関して言うならば。とにかく酸

欠で育たない、アサリも全て。だけん、それ

はきょうは言わぬけども、やっぱり国のほう

で有明海再生特別措置法までつくって、今度

10年間と言っとるから、この経過をちょっと

教えてください。特別措置法で、国でやって

いるわけだから、その辺わかる、大体あれし

とるのは。 

 それと、ぜひ団金のほうでは、やっぱり農

業と漁業は仕組みが違うんです、仕組みが。

法が違うんです。農業は３人寄ったら補助対

象になるでしょうが、任意でも。漁業は生産

法人をつくらないと対象にならない。対象に

なってもレベルが低い、特に運転資金。それ

から農中なんていうのは、水産のためには全

然なっていない、マイナスになっても。貸し



第９回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成26年２月21日) 

 

 - 30 - 

出しせぬでしょうが、農林中金。 

 もう一丁つくんなっせ、国に要望して水産

専門ば。だから、これは私が養鰻やっている

から言うわけじゃないけども、昨年ウナギで

返したけど、ウナギだけじゃないんですよ、

おりてきとると思うけども、3,000万、わず

か3,000万だけど新規をつくったんですよ。

つくってくれたんです、国が。おりてきとる

でしょう。26年度に１億にしてくれというこ

とで強く要望したけども、とにかく3,000万

というのは初めてできたっです、水産融資

で。 

 だけん、26年度から6,000万おりてきてい

る……。 

 

○山口団体支援課長 12月１日現在で既に改

正済みでございます。 

 

○村上寅美委員 ぜひ基金も積んでくださ

い。 

 

○山口団体支援課長 先ほどの補足でござい

ますけれども、委員のほうから漁業信用基金

協会の保証力の増強のお尋ねございましたけ

れども…… 

 

○村上寅美委員 こがんしよるもん。 

 

○山口団体支援課長 実は、今年度委員会の

ほうで予算御承認いただきまして、25年度予

算でございますけれども、おっしゃいますよ

うに漁業信用基金協会の信用力を増強するた

めに、今年度予算で2,200万御承認いただい

ております。 

 

○村上寅美委員 5,000万じゃなかか。 

 

○山口団体支援課長 一応計画としては４年

間、我々の計画としては１億円程度の増強し

て、基金協会の保証力を上げないといけない

というふうに思っておりますので、今後とも

引き続き頑張ってまいります。 

 

○村上寅美委員 よろしくお願いしておきま

す。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○平岡水産振興課長 特措法の制定から有明

再生についての経過という御質問だったと思

いますが、一応平成12年のノリの色落ち被

害、それから八代海の赤潮の魚類被害受けま

して、特措法が平成14年の11月に制定されて

おります。それを受けまして県計画を平成15

年の３月に制定しております。 

 特措法の中身につきましては、いろいろ覆

砂事業とか藻場の造成とか、そういった事業

に対する国庫補助のかさ上げとか、あとは一

部でいう法の改正が行われていまして、その

中で赤潮被害の救済対策の強化とか、あとは

有明海・八代海総合調査評価委員会を再開し

て、その中で異変の原因究明とか再生の道筋

を検討してもらうというふうな形になってお

ります。 

 ということで、いろいろ国の補助も受けな

がら再生の取り組みをやってきております

が、委員御指摘のように、現在では、アサリ

を初めとして漁獲量の低迷とか赤潮被害の発

生等、多くの課題が残っているという状況で

ございます。 

 

○村上寅美委員 もう答え要らぬけども、要

望しますけども、調査、調査ということで、

諫早湾だってそうでしょう、５年間向こう10

年というようなこと、漁師は生き残れない、

そこまでは。だから、今抜本的に国に強く要

望してもらいたいのは、やっぱりヘドロの除

去ですよ。アサリなんかがかぶってしまって

いるから、酸欠で全然育たない状況になって

いる。有明海は、かつて平成２年ぐらいまで
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は６万トンぐらい、それで日本一の有明海の

漁場だったのに、今1,000トンか2,000トン

か、それも１カ所か２カ所しかない。立つん

ですよ、河内あたりに。立つけど全部、台風

が一発来たら、風が一発来たらかぶってしま

って、覆砂した上に、砂は重いから沈むんで

すね、上にまたヘドロが載るから、土壌が育

たないような環境になっているという認識を

持ってもらって、調査、調査と５年も10年も

する前に、当面ヘドロをどうするかというよ

うなことを真剣に考えてもらいたいというこ

とで、要望しておきます。部長、要望しとく

から。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第９号、第10号、第16号、第21

号、第28号、第29号、第32号及び第33号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 異議なしと認めます。 

 一括して採決いたします。 

 議案第１号外８件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）、 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外８件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 これで審査を終了しましたが、報告事項に

つきましては後日後議分の委員会があります

ので、本日は急ぎの案件についてのみ質疑を

お願いします。質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○田代国広委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後０時７分閉会 
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